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「おきぎん Smart」利用規定 

改訂後 改訂前 

第4条 本サービスの内容 

（省略） 

(10) 当行が利用者の指図（操作）に基づき、当該利用者が本アプリに

登録した口座から「お友達」の口座または利用者が口座番号を入力

する口座へ、1日 10 万円を上限に資金移動（送金）を行うこと（貸

越状態からの資金移動も可能）。 

誤入力があったとしても、これによって生じた損害について当行は

責任を負わず、また、資金移動（送金）に関する領収書の発行や組

戻し（操作の取消し）は不可とします。 

（省略） 

(17)当行が利用者の指図（操作）に基づき、無通帳の普通預金口座を開

設すること。 

(18)当行が利用者の指図（操作）に基づき、当行が取り扱うローンの仮

申込みまたは申込みを行うための Web サイトへ表示画面を遷移さ

せること。 

2. 本サービスの利用環境は、日本国内に限定します。本サービスにおいて

資金の移動を伴う取引の時間帯は以下のとおりとします。 

月曜日     7：00～23：55 

火曜日～土曜日 0：05～23：55 

日曜日     0：05～22：00 

 

（削除） 

3. 本規定に定めのない事項は、普通預金規定及びその他の関連する規定に

第4条 本サービスの内容 

（省略） 

(10) 当行が利用者の指図（操作）に基づき、当該利用者が本アプリに登

録した口座から「お友達」の口座または利用者が口座番号を入力す

る口座へ、1日 3万円を上限に資金移動（送金）を行うこと（貸越

状態からの資金移動も可能）。 

誤入力があったとしても、これによって生じた損害について当行は

責任を負わず、また、資金移動（送金）に関する領収書の発行や組

戻し（操作の取消し）は不可とします。 

（省略） 

（文言追加） 

 

 

 

 

2. 本サービスの利用環境は、日本国内に限定します。本サービスにおいて

資金の移動を伴う取引の時間帯は以下のとおりとします。 

月曜日     7：00～23：55 

火曜日～土曜日 0：05～23：55 

日曜日     0：05～22：00 

 

3. 本サービスの利用料は無償とします。 

4. 本規定に定めのない事項は、普通預金規定及びその他の関連する規定に
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より取り扱います。 

 

第5条 サービス利用料及び手数料 

1. 本アプリ利用料 

本アプリの利用料は無料とします。 

2. 資金移動（送金）の手数料 

以下の手数料が発生します。なお、手数料は資金移動（送金）時に送金

元口座より引落しします。 

 

資金移動（送金）先 3 万円未満 3 万円以上 

当行（同一店内） 無料 無料 

当行（他店） 無料 110 円 

※ 「ブランチ・イン・ブランチ」形式の店舗間は「同一店内」扱

いとします。 

※ ポイントサービスのステージが「ステップステージ」「ジャン

プステージ」の場合は、一律無料とします。 

※ 送金元口座が美ら島支店の口座の場合は、一律無料とします。

（省略） 

第7条 口座開設 

1. 本アプリにおける口座開設の対象者は、原則として以下のいずれにも該

当する方とします。 

(1) 沖縄県内に在住している日本国籍の方 

(2) 満 18 歳以上で運転免許証をお持ちの方 

(3) 当行の口座をお持ちでない方 

(4) 「外国政府等において重要な地位を占める方（過去において該当す

る場合も含む）またはその家族」に該当しない方 

より取り扱います。 

 

（文言追加） 
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(5) 税務上の居住地区が日本のみであり、居住地国情報に変更が生じた

場合は、3ヶ月以内に再提出することについて同意する方 

(6) 当行の普通預金規定、通帳不発行普通預金特約、個人情報の取扱い

等に関する所定の項目に同意する方 

2. 利用者は口座開設の指図（操作）を行うにあたり、前項を含む所定の項

目への同意及び所定の項目の入力等を行い、当行はこの同意及び入力情

報等に基づいて手続きを行うものとします。なお、前項各号のいずれに

も該当する方であっても、当行の所定の条件に合致しない場合、当行は

口座開設を謝絶できるものとします。 

3. 当行は口座開設にあたって利用者の本人確認を行います。本人確認は、

動画により、利用者が入力した情報と運転免許証の情報（両面に記載さ

れている情報及び運転免許証の厚み等）との整合性や当該運転免許証と

利用者との一致を確認することにより行います。 

4. 本アプリで開設する口座は口座印の届出を省略します。口座振替等の届

出印の押印が必要となる手続きについては、取引店舗窓口で届出印登録

の手続きが必要となります。 

以上 


